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内
閣
府
告
示
第
二
百
二
十
九
号

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行

令(

平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
武

力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
救

援
の
程
度
及
び
方
法
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
救
援
の
程
度
及
び
方
法
の
基
準

（
救
援
の
程
度
及
び
方
法
）

第
一
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
援
の
程
度
及
び
方
法
の
基
準
は
、
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
五
条
第
一
項
各
号
及
び

令
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
救
援
の
種
類
ご
と
に
、
次
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

前
項
の
基
準
に
よ
っ
て
は
救
援
の
適
切
な
実
施
が
困
難
な
場
合
に
は
、
内
閣

2
総
理
大
臣
が
特
別
の
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定

め
る
。

救
援
を
実
施
す
る
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

3
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
そ

の
長
）
は
、
第
一
項
の
基
準
に
よ
っ
て
は
救
援
の
適
切
な
実
施
が
困
難
な
場
合

に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
特
別
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
意
見
を
申
し
出

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
収
容
施
設
の
供
与
）

第
二
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
収
容
施
設
（
応
急
仮
設
住
宅
を
含

む
。
）
の
供
与
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

避
難
所

イ

避
難
住
民
（
法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
武
力
攻
撃
災
害
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
現
に
被
害
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
る
お

そ
れ
の
あ
る
者
を
収
容
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

原
則
と
し
て
、
学
校
、
公
民
館
等
既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
適
当
な
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
野
外

に
移
動
可
能
な
施
設
、
車
両
等
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
。

ハ

避
難
所
の
設
置
の
た
め
、
支
出
で
き
る
費
用
は
、
避
難
所
の
設
置
、
維

持
及
び
管
理
の
た
め
の
賃
金
職
員
等
雇
上
費
、
消
耗
器
材
費
、
建
物
の
使

用
謝
金
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は
購
入
費
、
光
熱
水
費
並
び
に

仮
設
便
所
等
の
設
置
費
と
し
て
、
一
人
一
日
当
た
り
三
百
七
十
円
以
内
と

す
る
。

ニ

避
難
所
で
の
避
難
生
活
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
避
難

所
で
避
難
生
活
し
て
い
る
者
へ
の
健
康
上
の
配
慮
等
に
よ
り
、
ホ
テ
ル
・

旅
館
な
ど
宿
泊
施
設
の
借
上
げ
を
実
施
し
、
こ
れ
を
供
与
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

二

長
期
避
難
住
宅

収
容
す
る
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
又
は
長
期
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
は
、
長
期
避
難
住
宅
を
供
与
し
、
こ
れ
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
、
建
設
し
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
長
期
避
難
建
設
型
応
急

住
宅
」
と
い
う
。
）
、
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
長

期
避
難
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り

供
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

長
期
避
難
建
設
型
応
急
住
宅

⑴

長
期
避
難
建
設
型
応
急
住
宅
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、

公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
適
当
な
公
有
地
を
利



二
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用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
民
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
。

⑵

一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
救
援
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
実
施
主
体
が
地

域
の
実
情
、
世
帯
構
成
等
に
応
じ
て
設
定
し
、
そ
の
設
置
の
た
め
に
支

出
で
き
る
費
用
は
、
設
置
に
か
か
る
原
材
料
費
、
労
務
費
、
付
帯
設
備

工
事
費
、
輸
送
費
及
び
建
築
事
務
費
等
の
一
切
の
経
費
と
し
て
、
七
百

二
十
五
万
九
千
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

⑶

長
期
避
難
住
宅
を
同
一
敷
地
内
又
は
近
接
す
る
地
域
内
に
お
お
む
ね

五
十
戸
以
上
設
置
し
た
場
合
は
、
居
住
者
の
集
会
等
に
利
用
す
る
た
め

の
施
設
を
設
置
で
き
、
五
十
戸
未
満
の
場
合
で
も
戸
数
に
応
じ
た
小
規

模
な
施
設
を
設
置
で
き
る
こ
と
。

⑷

福
祉
仮
設
住
宅
（
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造

及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
で
あ
っ
て
日
常
の
生
活
上
特

別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
を
収
容
す
る
施
設
を
い
う
。
）
を
長

期
避
難
建
設
型
応
急
住
宅
と
し
て
設
置
で
き
る
こ
と
。

⑸

長
期
避
難
建
設
型
応
急
住
宅
は
、
速
や
か
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

⑹

法
第
八
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
建
築
基
準
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
、
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第

七
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
法
第
百
三
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保

全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八

十
五
号
）
第
二
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
長
期
避
難
住
宅
に
つ
い
て

適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

⑺

長
期
避
難
建
設
型
応
急
住
宅
の
供
与
終
了
に
伴
う
長
期
避
難
建
設
型

応
急
住
宅
の
解
体
撤
去
及
び
土
地
の
原
状
回
復
の
た
め
に
支
出
で
き
る

費
用
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
実
費
と
す
る
こ
と
。

ロ

長
期
避
難
賃
貸
型
応
急
住
宅

⑴

長
期
避
難
賃
貸
型
応
急
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
世
帯
の
人

数
に
応
じ
て
イ
⑵
に
定
め
る
規
模
に
準
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
借
上
げ

の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
家
賃
、
共
益
費
、
敷
金
、
礼
金
、
仲

介
手
数
料
又
は
火
災
保
険
等
そ
の
他
民
間
賃
貸
住
宅
の
貸
主
又
は
仲
介

業
者
と
の
契
約
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
金

額
と
す
る
こ
と
。

⑵

長
期
避
難
賃
貸
型
応
急
住
宅
は
、
速
や
か
に
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上

げ
、
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑶

長
期
避
難
賃
貸
型
応
急
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
イ
⑹
に
同
様

の
期
間
と
す
る
。

三

応
急
仮
設
住
宅

法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
避
難
の
指
示
が
解

除
さ
れ
た
後
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
新
た
に
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が

な
く
な
っ
た
後
、
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
住
家
が
全
壊
、
全
焼
又
は
流
失
し
、

居
住
す
る
住
家
が
な
い
者
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
資
力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
に
、
建
設
し
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
建
設
型
応
急
住

宅
」
と
い
う
。
）
、
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
賃

貸
型
応
急
住
宅
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
供
与
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

建
設
型
応
急
住
宅

前
号
イ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
規
定
は
、
建
設
型
応
急
住
宅
に
準
用
す
る
。

ロ

賃
貸
型
応
急
住
宅

⑴

前
号
ロ
⑴
及
び
⑶
の
規
定
は
、
賃
貸
型
応
急
住
宅
に
準
用
す
る
。

⑵

賃
貸
型
応
急
住
宅
は
、
速
や
か
に
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
、
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
）

第
三
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給

与
及
び
飲
料
水
の
供
給
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
救
援
ご
と
に
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与

イ

避
難
所
に
収
容
さ
れ
た
者
及
び
避
難
の
指
示
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
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に
規
定
す
る
避
難
の
指
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
避
難
又
は

武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
住
家
に
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
現
に
炊
事
の

で
き
な
い
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

被
災
者
が
直
ち
に
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
現
物
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

ハ

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
を
実
施
す
る
た
め
支
出
で
き
る

費
用
は
、
主
食
、
副
食
及
び
燃
料
等
の
経
費
と
し
て
一
人
一
日
当
た
り
千

四
百
八
十
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

二

飲
料
水
の
供
給

イ

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
現
に
飲
料
水

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飲
料
水
の
供
給
を
実
施
す
る
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
水
の
購
入

費
の
ほ
か
、
給
水
又
は
浄
水
に
必
要
な
機
械
又
は
器
具
の
借
上
費
、
修
繕

費
及
び
燃
料
費
並
び
に
薬
品
又
は
資
材
の
費
用
と
し
、
当
該
地
域
に
お
け

る
通
常
の
実
費
と
す
る
こ
と
。

（
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
）

第
四
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の

給
与
又
は
貸
与
（
以
下
「
生
活
必
需
品
の
給
与
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
、
生
活
上
必
要

な
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
を
喪
失
又
は
損
傷
し
、
直
ち
に
日
常
生

活
を
営
む
こ
と
が
困
難
な
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

被
害
の
実
情
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
品
目
の
範
囲
内
に
お
い
て
現
物
を
も

っ
て
行
う
こ
と
。

イ

被
服
、
寝
具
及
び
身
の
回
り
品

ロ

日
用
品

ハ

炊
事
用
具
及
び
食
器

ニ

光
熱
材
料

三

生
活
必
需
品
の
給
与
等
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
季
別
及
び
世
帯
区

分
に
よ
り
一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
季
別
は
、
夏
季
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
冬
季
と
し
、
生
活
必
需
品
の
給
与
等
を
行
う
日
を
も
っ

て
決
定
す
る
こ
と
。

季
別

一
人
世

二
人
世

三
人
世

四
人
世

五
人
世

世
帯
員
数
が
六

帯
の
額

帯
の
額

帯
の
額

帯
の
額

帯
の
額

人
以
上
一
人
を

増
す
ご
と
に
加

算
す
る
額

夏
季

二
万
九

二
万
六

三
万
九

四
万
七

六
万
三

八
千
八
百
円

百
円

千
九
百

千
九
百

千
六
百

百
円

円

円

円

冬
季

三
万
四

四
万
四

六
万
二

七
万
三

九
万
二

一
万
二
千
七
百

千
七
百

千
八
百

千
五
百

千
百
円

千
百
円

円

円

円

円

四

避
難
の
指
示
が
長
期
に
わ
た
っ
て
解
除
さ
れ
な
い
場
合
又
は
武
力
攻
撃
災

害
が
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
前
号
に
掲
げ

る
額
の
範
囲
内
で
再
び
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
医
療
の
提
供
及
び
助
産
）

第
五
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
医
療
の
提
供
及
び
助
産
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

医
療
の
提
供

イ

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
医
療
の
途
を

失
っ
た
者
に
対
し
て
、
応
急
的
に
処
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

救
護
班
に
お
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
急
迫
し
た
事
情
が
あ
り
、
や

む
を
得
な
い
場
合
は
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
施
術
所
（
あ
ん
摩
マ

ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
又
は
柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
十
九
号
）
に
規
定
す
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ

う
師
又
は
柔
道
整
復
師
（
以
下
「
施
術
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
業
務
を

行
う
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
医
療
（
施
術
者
が
行
う
こ



四
頁

と
が
で
き
る
範
囲
の
施
術
を
含
む
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ

次
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

⑴

診
療

⑵

薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

⑶

処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
及
び
施
術

⑷

病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容

⑸

看
護

ニ

医
療
の
提
供
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
救
護
班
に
よ
る
場
合
は
使

用
し
た
薬
剤
、
治
療
材
料
、
破
損
し
た
医
療
器
具
の
修
繕
費
等
の
実
費
と

し
、
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
る
場
合
は
国
民
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
の
額

以
内
と
し
、
施
術
所
に
よ
る
場
合
は
協
定
料
金
の
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

二

助
産

イ

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
助
産
の
途
を

失
っ
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

⑴

分
べ
ん
の
介
助

⑵

分
べ
ん
前
及
び
分
べ
ん
後
の
処
置

⑶

脱
脂
綿
、
ガ
ー
ゼ
そ
の
他
の
衛
生
材
料
の
支
給

ハ

助
産
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
救
護
班
等
に
よ
る
場
合
は
使
用
し

た
衛
生
材
料
の
実
費
と
し
、
助
産
師
に
よ
る
場
合
は
慣
行
料
金
の
百
分
の

八
十
以
内
の
額
と
す
る
こ
と
。

（
被
災
者
の
捜
索
及
び
救
出
）

第
六
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
被
災
者
の
捜
索
及
び
救
出
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
避
難
の
指
示
が
解

除
さ
れ
た
後
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
新
た
に
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が

な
い
場
合
、
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
、
現
に
生
命
若
し
く
は
身
体
が
危
険
な

状
態
に
あ
る
者
又
は
生
死
不
明
の
状
態
に
あ
る
者
を
捜
索
し
、
又
は
救
出
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

被
災
者
の
捜
索
及
び
救
出
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
舟
艇
そ
の
他
救

出
の
た
め
の
機
械
、
器
具
等
の
借
上
費
又
は
購
入
費
、
修
繕
費
及
び
燃
料
費

と
し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
す
る
こ
と
。

（
埋
葬
及
び
火
葬
）

第
七
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
埋
葬
及
び
火
葬
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
の
際
死
亡
し
た
者
に
つ

い
て
、
死
体
の
応
急
的
処
理
程
度
の
も
の
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

原
則
と
し
て
、
棺
又
は
棺
材
の
現
物
を
も
っ
て
、
次
の
範
囲
内
に
お
い
て

行
う
こ
と
。

イ

棺
（
附
属
品
を
含
む
。
）

ロ

埋
葬
又
は
火
葬
（
賃
金
職
員
等
雇
上
費
を
含
む
。
）

ハ

骨
つ
ぼ
及
び
骨
箱

三

埋
葬
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
体
当
た
り
大
人
二
十
三
万
九
千
四

百
円
以
内
、
小
人
十
九
万
千
五
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

（
電
話
そ
の
他
の
通
信
設
備
の
提
供
）

第
八
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
七
号
の
電
話
そ
の
他
の
通
信
設
備
の
提
供
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
、
通
信
手
段
を

失
っ
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
を
可
能
と
す
る
通
信
端
末
機
器
そ
の
他

必
要
な
通
信
設
備
を
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
避
難
所
に
設
置
し
、
こ
れ

ら
の
設
備
を
避
難
住
民
及
び
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
る
被
災
者
（
以
下
「
避
難

住
民
等
」
と
い
う
。
）
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

電
話
そ
の
他
の
通
信
設
備
の
提
供
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
消
耗
器

材
費
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は
購
入
費
、
必
要
な
通
信
設
備
の
設

置
費
及
び
通
信
費
と
し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
す
る
こ
と
。

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

第
九
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
九
条
第
一
号
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と

す
る
。



五
頁

一

避
難
住
民
等
の
う
ち
、
避
難
生
活
に
お
い
て
配
慮
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
、

障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
者
（
以
下
「
武
力
攻
撃
災
害
時
要
配
慮
者
」
と

い
う
。
）
に
対
し
て
、
応
急
的
に
処
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

次
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

イ

武
力
攻
撃
災
害
時
要
配
慮
者
に
関
す
る
情
報
の
把
握

ロ

武
力
攻
撃
災
害
時
要
配
慮
者
か
ら
の
相
談
対
応

ハ

武
力
攻
撃
災
害
時
要
配
慮
者
に
対
す
る
避
難
生
活
上
の
支
援

ニ

福
祉
避
難
所
の
設
置

四

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
の
場
合
は
消
耗
器
材
費
又
は
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
若
し
く
は
購
入

費
と
し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
し
、
同
号
ニ
の
場
合
は
消
耗

器
材
費
、
建
物
の
使
用
謝
金
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は
購
入
費
、

光
熱
水
費
並
び
に
仮
設
便
所
等
の
設
置
費
と
し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常

の
実
費
と
す
る
こ
と
。

（
武
力
攻
撃
災
害
を
受
け
た
住
宅
の
応
急
修
理
）

第
十
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
九
条
第
二
号
の

武
力
攻
撃
災
害
を
受
け
た
住
宅
の
応
急
修
理
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
避
難
の
指
示
が
解

除
さ
れ
た
後
若
し
く
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
新
た
に
被
害
を
受
け
る
お
そ

れ
が
な
く
な
っ
た
後
、
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
住
家
が
半
壊
、
半
焼
若
し
く

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
自
ら
の
資
力
で
は
応
急
修
理
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
居
住
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
住
家
が
半
壊
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

居
室
、
炊
事
場
、
便
所
等
日
常
生
活
に
必
要
最
小
限
度
の
部
分
に
対
し
、

現
物
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、

一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

イ

ロ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

七
十
五
万
七
千
円

ロ

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

三
十
六
万
七
千
円

（
学
用
品
の
給
与
）

第
十
一
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
九
条
第
三
号

の
学
用
品
の
給
与
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
、
学
用
品
を
喪

失
又
は
損
傷
し
、
就
学
上
支
障
の
あ
る
小
学
校
児
童
（
義
務
教
育
学
校
の
前

期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
児
童
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
中

学
校
生
徒
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及

び
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
生
徒
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
高
等
学

校
等
生
徒
（
高
等
学
校
（
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
を
含
む
。
）
、

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
（
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
を
含

む
。
）
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種

学
校
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

被
害
の
実
情
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
品
目
の
範
囲
内
に
お
い
て
現
物
を
も

っ
て
行
う
こ
と
。

イ

教
科
書

ロ

文
房
具

ハ

通
学
用
品

三

学
用
品
の
給
与
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
次
の
額
の
範
囲
内
と
す
る

こ
と
。

イ

教
科
書
代

⑴

小
学
校
児
童
及
び
中
学
校
生
徒

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
教
科
書
及
び
教
科
書
以
外
の
教
材
で
、
教
育
委
員
会
に
届
け
出
、

又
は
そ
の
承
認
を
受
け
て
使
用
す
る
も
の
を
給
与
す
る
た
め
の
実
費

⑵

高
等
学
校
等
生
徒

正
規
の
授
業
で
使
用
す
る
教
材
を
給
与
す
る
た

め
の
実
費

ロ

文
房
具
費
及
び
通
学
用
品
費



六
頁

⑴

小
学
校
児
童

一
人
当
た
り

五
千
八
百
円

⑵

中
学
校
生
徒

一
人
当
た
り

六
千
百
円

⑶

高
等
学
校
等
生
徒

一
人
当
た
り

六
千
六
百
円

四

避
難
の
指
示
が
長
期
に
わ
た
っ
て
解
除
さ
れ
な
い
場
合
又
は
武
力
攻
撃
災

害
が
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
前
号
に
掲
げ

る
額
の
範
囲
内
で
再
び
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
死
体
の
捜
索
及
び
処
理
）

第
十
二
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
九
条
第
四
号

の
死
体
の
捜
索
及
び
処
理
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
救
援
ご
と
に
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

死
体
の
捜
索

イ

法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
避
難
の
指
示
が

解
除
さ
れ
た
後
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
新
た
に
被
害
を
受
け
る
お
そ

れ
が
な
く
な
っ
た
後
、
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
現
に
行
方
不
明
の
状
態
に

あ
り
、
か
つ
、
各
般
の
事
情
に
よ
り
既
に
死
亡
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る

者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

死
体
の
捜
索
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
舟
艇
そ
の
他
捜
索
の
た
め

の
機
械
、
器
具
等
の
借
上
費
又
は
購
入
費
、
修
繕
費
及
び
燃
料
費
と
し
て

当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
す
る
こ
と
。

二

死
体
の
処
理

イ

避
難
の
指
示
に
基
づ
く
避
難
又
は
武
力
攻
撃
災
害
の
際
死
亡
し
た
者
に

つ
い
て
、
死
体
に
関
す
る
処
理
（
埋
葬
を
除
く
。
）
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ

次
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

⑴

死
体
の
洗
浄
、
縫
合
、
消
毒
等
の
処
置

⑵

死
体
の
一
時
保
存

⑶

検
案

ハ

検
案
は
、
原
則
と
し
て
救
護
班
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

ニ

死
体
の
処
理
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
。

⑴

死
体
の
洗
浄
、
縫
合
、
消
毒
等
の
処
理
の
た
め
の
費
用
は
、
一
体
当

た
り
三
千
八
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

⑵

死
体
の
一
時
保
存
の
た
め
の
費
用
は
、
死
体
を
一
時
収
容
す
る
た
め

の
既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
場
合
は
当
該
施
設
の
借
上
費
に
つ
い
て
通

常
の
実
費
と
し
、
既
存
の
建
物
を
利
用
で
き
な
い
場
合
は
一
体
当
た
り

六
千
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
死
体
の
一
時
保

存
に
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
購
入
費
等
の
経
費
が
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶

救
護
班
に
お
い
て
検
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
地

域
の
慣
行
料
金
の
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

（
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等

で
、
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
除
去
）

第
十
三
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
九
条
第
五
号

の
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等

で
、
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
障
害
物
」
と

い
う
。
）
の
除
去
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
救
援
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
避
難
の
指
示
が
解

除
さ
れ
た
後
又
は
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
新
た
に
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が

な
く
な
っ
た
後
、
居
室
、
炊
事
場
等
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
又

は
玄
関
に
障
害
物
が
運
び
こ
ま
れ
て
い
る
た
め
一
時
的
に
居
住
で
き
な
い
状

態
に
あ
り
、
か
つ
、
自
ら
の
資
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
当
該
障
害
物
を
除
去

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

障
害
物
の
除
去
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
ロ
ー
プ
、
ス
コ
ッ
プ
そ
の

他
除
去
の
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
借
上
費
又
は
購
入
費
、
輸
送
費
、

賃
金
職
員
等
雇
上
費
等
と
し
、
一
世
帯
当
た
り
十
四
万
八
千
六
百
円
以
内
と

す
る
こ
と
。

（
救
援
の
た
め
の
輸
送
費
及
び
賃
金
職
員
等
雇
上
費
）

第
十
四
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
救
援
を
実
施
す
る
に
当
た
り

必
要
な
場
合
は
、
救
援
の
た
め
の
輸
送
費
及
び
賃
金
職
員
等
雇
上
費
を
支
給
す



七
頁

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

救
援
の
た
め
の
輸
送
費
及
び
賃
金
職
員
等
雇
上
費
と
し
て
支
出
で
き
る
範

囲
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
こ
と
。

イ

避
難
住
民
等
の
避
難
所
間
の
移
動
に
係
る
支
援

ロ

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給

ハ

医
療
の
提
供
及
び
助
産

ニ

被
災
者
の
捜
索
及
び
救
出

ホ

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

ヘ

死
体
の
捜
索
及
び
処
理

ト

救
済
用
物
資
の
整
理
配
分

二

救
援
の
た
め
支
出
で
き
る
輸
送
費
及
び
賃
金
職
員
等
雇
上
費
は
、
当
該
地

域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
す
る
こ
と
。

（
救
援
事
務
費
）

第
十
五
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
救
援
の
事
務
を
行
う
の
に
必
要
な
費
用
（
以

下
「
救
援
事
務
費
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

救
援
事
務
費
に
支
出
で
き
る
範
囲
は
、
救
援
の
事
務
を
行
う
の
に
要
し
た

経
費
（
救
援
の
実
施
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
法
第
百
六
十
八
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
住
民
等
の
救
援
に
関
す
る
措
置
に
要
す
る
費

用
の
精
算
の
事
務
を
行
う
の
に
要
し
た
経
費
と
し
、
次
に
掲
げ
る
費
用
と
す

る
こ
と
。

イ

時
間
外
勤
務
手
当

ロ

賃
金
職
員
等
雇
上
費

ハ

旅
費

ニ

需
用
費
（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費

及
び
修
繕
料
を
い
う
。
）

ホ

使
用
料
及
び
賃
借
料

ヘ

通
信
運
搬
費

ト

委
託
費

二

各
年
度
に
お
い
て
、
前
号
の
救
援
事
務
費
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
前
号

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
四
十
三
条
に
定
め
る
会
計
年
度
所
属
区
分
に

よ
り
当
該
年
度
の
歳
出
に
区
分
さ
れ
る
額
を
合
算
し
、
当
該
合
算
し
た
額
の

合
計
額
が
、
当
該
年
度
に
支
出
し
た
救
援
事
務
費
以
外
の
費
用
の
額
の
合
算

額
に
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ト

ま
で
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

イ

三
千
万
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
十

ロ

三
千
万
円
を
超
え
六
千
万
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の

九
ハ

六
千
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
八

ニ

一
億
円
を
超
え
二
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
七

ホ

二
億
円
を
超
え
三
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
六

ヘ

三
億
円
を
超
え
五
億
円
以
下
の
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
五

ト

五
億
円
を
超
え
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
百
分
の
四

三

前
号
の
「
救
援
事
務
費
以
外
の
費
用
の
額
」
と
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま

で
に
規
定
す
る
救
援
の
実
施
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
、
法
第
百
五
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
損
失
の
補
償
に
要
し
た
費
用
の
額
（
法
第
八
十
一
条
第

二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
実
費
の
弁
償
に
要
し
た
費

用
の
額
並
び
に
法
第
百
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
の
補
償
に
要
し
た

費
用
の
額
（
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
て
救
援
に
必

要
な
援
助
に
つ
い
て
協
力
を
し
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
法
第
百

六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
害
の
補
償
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
（
救

援
事
務
費
の
額
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
準
用
）

第
十
六
条

第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
緊

急
対
処
事
態
及
び
緊
急
対
処
保
護
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け



八
頁

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

措
置
に
関
す
る
法
律
施
行

成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十

令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
二
百
七
十
五
号
。
以
下

第
十
条
第
一
項

「
令
」
と
い
う
。
）
第
五

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
十
条
第
一
項

第
一
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六

措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下

成
十
六
年
法
律
第
百
十
二

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

五
条
第
一
項
各
号

第
百
八
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

第
一
項
各
号

第
一
条

令
第
九
条
各
号

令
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
九
条
各
号

第
二
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
一
号

第
二
条
第
一
号
イ

避
難
住
民
（
法
第
五
十
二
条

避
難
住
民
（
法
第
百
八
十

第
三
項
に
規
定
す
る
避
難
住

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

民
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

法
第
五
十
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
避
難
住
民
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
条
第
一
号
イ

武
力
攻
撃
災
害
（
法
第
二
条

緊
急
対
処
事
態
に
お
け
る

第
四
項
に
規
定
す
る
武
力
攻

災
害
（
武
力
攻
撃
に
準
ず

撃
災
害
を
い
う
。
以
下
同

る
攻
撃
に
よ
り
直
接
又
は

じ
。
）

間
接
に
生
ず
る
人
の
死
亡

又
は
負
傷
、
火
事
、
爆
発
、

放
射
性
物
質
の
放
出
そ
の

他
の
人
的
又
は
物
的
災
害

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
条
第
二
号
イ
⑹

法
第
八
十
九
条
第
三
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
八
十
九

条
第
三
項

第
二
条
第
三
号
、
第

法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

六
条
第
一
号
、
第
十

第
二
項

て
準
用
す
る
法
第
五
十
五

条
、
第
十
二
条
第
一

条
第
一
項
又
は
第
二
項

号
イ
及
び
第
十
三
条

第
一
号

第
二
条
第
三
号
、
第

武
力
攻
撃
災
害

緊
急
対
処
事
態
に
お
け
る

三
条
第
一
号
イ
及
び

災
害

第
二
号
イ
、
第
四
条

第
一
号
イ
及
び
第
四

号
、
第
五
条
第
一
号

イ
及
び
第
二
号
イ
、

第
六
条
第
一
号
、
第

七
条
第
一
号
、
第
八

条
第
一
号
、
第
九
条

第
一
号
、
第
十
条
の

見
出
し
、
第
一
項
柱



九
頁

書
及
び
同
項
第
一
号
、

第
十
一
条
第
一
号
及

び
第
四
号
、
第
十
二

条
第
一
号
イ
及
び
第

二
号
イ
並
び
に
第
十

三
条
の
見
出
し
、
第

一
項
柱
書
及
び
同
項

第
一
号

第
三
条
柱
書

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
二
号

第
三
条
第
一
号
イ

避
難
の
指
示
（
法
第
五
十
四

避
難
の
指
示
（
法
第
百
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
避
難

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

の
指
示
を
い
う
。
以
下
同

る
法
第
五
十
四
条
第
二
項

じ
。
）

に
規
定
す
る
避
難
の
指
示

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
四
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
三

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
三
号

第
五
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
四

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
四
号

第
六
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
五
号

第
七
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
六

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
六
号

第
八
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
七

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
七
号

第
九
条
、
第
十
条
、

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

第
十
一
条
、
第
十
二

号

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
及
び
第
十
三
条

条
第
一
項
第
八
号

第
九
条

令
第
九
条
第
一
号

令
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
九
条
第
一

号

第
十
条

令
第
九
条
第
二
号

令
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
九
条
第
二

号

第
十
一
条

令
第
九
条
第
三
号

令
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
九
条
第
三

号

第
十
二
条

令
第
九
条
第
四
号

令
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
九
条
第
四

号



一
〇
頁

第
十
三
条

令
第
九
条
第
五
号

令
第
五
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
九
条
第
五

号

第
十
四
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
各
号

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
各
号

第
十
五
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項

第
十
五
条
第
一
号

法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

二
号

て
準
用
す
る
法
第
百
六
十

八
条
第
一
項
第
二
号

第
十
五
条
第
三
号

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

九
条
第
一
項

第
十
五
条
第
三
号

法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

第
三
項
並
び
に
第
八
十
二
条

て
準
用
す
る
法
第
八
十
一

条
第
二
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
八
十
二
条

第
十
五
条
第
三
号

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

九
条
第
二
項

第
十
五
条
第
三
号

法
第
百
六
十
条
第
一
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
六
十

条
第
一
項

第
十
五
条
第
三
号

第
八
十
条
第
一
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十
条
第

一
項

第
十
五
条
第
三
号

法
第
百
六
十
条
第
二
項

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
六
十

条
第
二
項

前

文
〔
抄
〕
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
号
）

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
〔
抄
〕
（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
四
十
五

号
）

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
〔
抄
〕
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
百
十
三

号
）

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
〔
抄
〕
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
五
百
三

十
四
号
）

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
〔
抄
〕
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
内
閣
府
告
示
第
五
十
二
号
）

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



一
一
頁

前

文
［
抄
］
（
令
和
元
年
九
月
三
十
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
号
）

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
［
抄
］
（
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
三
十
八
号
）

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
［
抄
］
（
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
三
十
七
号
）

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
［
抄
］
（
令
和
七
年
四
月
十
五
日
内
閣
府
告
示
第
八
十
九
号
）

令
和
七
年
四
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
［
抄
］
（
令
和
七
年
八
月
一
日
内
閣
府
告
示
第
百
十
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
［
抄
］
（
令
和
八
年
六
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
七
十
三
号
）

令
和
八
年
六
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。


